事業計画書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           
【実施予定施設名】　【　　　　　　　　　　　　　　】　　　
　
①　運営法人の概要
	名称
	

	主な実施事業
	


②　同法人で運営している保育施設等
　（１）福岡市内
	施設種類
	施設名
	所在地
	事業開始年月日
	定員

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


　

（２）福岡市外
	施設種類
	施設名
	所在地
	事業開始年月日
	定員

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


③「乳児等通園支援事業」実施予定施設における本体保育施設等の定員
及び令和８年４月１日現在の在園児数（見込み）
　　※専用施設で実施の場合は記入不要
	歳児
	０歳児
	１歳児
	２歳児
	３歳児
	４歳児
	５歳児
	合計

	定員数
	
	
	
	
	
	
	

	在園児数
（R8.4.1）
	
	
	
	
	
	
	


④事業開始予定時期
令和８年　月～
※実施事業所の改修等を実施する場合は施設改修箇所をご記入ください
⑤実施時間
基本利用時間　（　　　　　　　　　：　　　　　　　　）から（　　　　　　　　：　　　　　　　　　　）

延長利用時間　（　　　　　　　　　：　　　　　　　　）から（　　　　　　　　：　　　　　　　　　　）

※延長料金として300円/1時間より多い利用料金を設定される場合は延長時間分にかかる市への補助金請求は不可。
⑥実施日及び実施しない日
【実施日】
●実施曜日に〇をご記入ください。

	月曜日
	火曜日
	水曜日
	木曜日
	金曜日
	土曜日
	日曜日
	祝日

	
	
	
	
	
	
	
	


【実施しない日】
●本体保育施設等の長期休暇に合わせて実施しない日を設ける場合は以下にご記入ください。


⑦乳児等通園支援事業の利用料金等
	基本利用料金
（一人１時間あたり）
	※300円以下とすること。

	生活保護世帯利用料金
（一人１時間あたり）
	※無料とすること。

	市県民税非課税世帯
利用料金
（一人１時間あたり）
	※基本利用料金300円の場合は100円以下とすること。

	市町村民税所得割合算額77,101円未満世帯利用料金
（一人１時間あたり）
	※基本利用料金300円の場合は100円以下とすること。

	その他の利用料金
（具体的に目的がわかるように記載してください。）
例）給食費・・〇〇円/回
　　おやつ代・・〇〇円/日
	※実費相当額のみ徴収可。


	キャンセル料金
（徴収する場合はどのような場合に徴収するか、料金・条件等具体的に記載してください）
	


⑧苦情対応窓口
乳児等通園支援事業者は利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講ずる必要があります。
	苦情対応窓口
（役職名・氏名をご記入ください。）
	【役職名】
【氏名】

	連絡先
（電話番号・電子メール等）
	


⑨　乳児等通園支援事業の事業目的を踏まえて、認可申請した動機をご記入ください。
●乳児等通園支援事業の目的・・集団生活におけるこどもの成長促進、すべての子育て家庭に対して働き方やライフスタイルに関わらない形での支援

⑩「集団におけるこどもの成長の促進」という本事業の目的に注目した預かり内容
●乳幼児等通園支援事業の利用児童は集団生活が初めてである場合も多く見られます。また、環境による経験の違いも見られます。その中で、どのように集団における成長を促進するか、歳児別にご記入ください。（預かり対象年齢以外の歳児は記入不要です）

⑪　未就園児の保護者に対する支援方法や考え方
●乳児等通園支援事業を利用する保護者の中には育児に対する不安や悩みがあるものの、これまで、相談場所がなく、相談ができずにいた方もいます。そのような方に対して、保育士としての専門性を生かし、どのような支援をされるか具体的にご記入ください。

⑫障がい児や要支援家庭などの配慮が必要な方に対する支援内容や基本的な考え方について
●利用児童には障がい児や育児疲れによる虐待のおそれなど特別な配慮が必要な家庭もいらっしゃいます。そのような児童や保護者に対する関わり方や支援内容についてご記入ください。


⑬安全管理や事故防止の取り組みについて
●安全に預かるための取り組みや事故防止の取り組みについてご記入ください。
　また、事故が起きた際の対応方法についてご記入ください
⑭アレルギー対応や食育や衛生管理についての基本的な考え方について
●給食やおやつの提供を行う場合は給食の提供方法やアレルギー対応及び食育に対する考え方及び衛生管理についてご記入ください。
※外部搬入により食事を提供する場合も保存のための冷蔵庫や温め等の調理設備は必要。
●食事の提供を行わない場合は食育に対する考え方のみご記入ください。

⑮職員の研修計画について
●「こども誰でも通園制度」では、職員に対して資質向上のための研修の機会を確保することが求められています。「こども誰でも通園制度」に従事する職員の研修計画についてご記入ください。月１回以上などの頻度の制限はありません。研修計画を作成済みの場合は研修計画の添付をお願いします。


⑯秘密保持について
●「こども誰でも通園制度」では、職員は職務上知り得たこどもや家族に対する情報を正当な理由なく漏らしてはならないと定められており、職員には退職後も秘密保持義務は課されます。職員の秘密保持を遵守するために実施事業者としてどのような対応を取られる予定でご記入ください。

⑰地域との交流・連携について
●「こども誰でも通園制度」では、実施事業者に「地域住民との交流・連携」が求められています。地域の方を対象にした教室等、地域交流や連携について現在実施している内容をご記入ください。現在、実施していない場合は、今後の予定をご記入ください。

様式５－１【ヒアリングあり】








　


























【０歳児】











【１歳児】

















【２歳児】






























































【給食の提供方法】　いずれかを選択してください。


○自園調理　○外部搬入　○外部搬入（離乳食のみ持参）○その他（　　　　　　　　　　　　　　）


外部搬入の場合は搬入を行う者・・（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）


【アレルギー対応】　確認方法やアレルギーへの対応をご記入ください。














【食育について】














【衛生管理について】








例）○月・・（研修内容）○○○○





例）事例を交えた研修会を実施し、職員に周知。





例）月1回地域の未就園児を対象に親子教室を実施。








